
組織の変更について 

１ 市民生活部                          

 

 

 

 

 

 【旧】                            【新】 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

２ 健康福祉部                            

 

 

【旧】  【新】 

 

 

 

 

 

 

 

自治振興課 

自治振興係 （５９-２１４２） 

人権推進係 （５９-２１４５） 

市民課 

自治振興係  （５９-２１４２） 

 

戸籍住民係  （５９-２１４３） 

   

市民税務課 

戸籍住民係   （５９-２１４３） 

収税係       （５９-２１２７） 

市民税係     （５９-２１２８） 

固定資産税係 （59-2129) 

税務課 

        

収納係      （５９-２１２７） 

市民税係    （５９-２１２８） 

資産税係    （59-2129) 

福祉課 

障害福祉係 （５９-２１４６） 

児童係    （５９-２１４８） 

 

保護係    （５９-２１４７） 

福祉課 

障害福祉係      （５９-２１４６） 

児童係         （５９-２１４８） 

こども家庭支援係  （５９-２１５１） 

保護係         （５９-２１４７） 

・自治振興課の２係を統合して自治振興係とし、戸籍住民係と合わせて市民課に名称が変わります。 

⇒ 戸籍や住民票、印鑑証明、パスポート、マイナンバーカードの担当課が変わります。 

窓口のレイアウトが変わりますが、各係の業務内容と場所に変更はありません。 

・市税業務を受け持つ３係の体制となり税務課へ名称が変わります。合わせて収税係と固定資産税係の名称が

変わります。 

⇒ 各係の業務内容や電話番号、窓口の場所に変更はありません。 

・福祉課にこども家庭相談に関する担当係が新たに設置されます。 

⇒窓口の場所に変更はありません。 


